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は じめに

近年,「 自己覚知Jに は様々な定義付けがされ

てきている。大津によれば,それらを概観 したう

えで,今 日,「 自己覚知に関しては,様 々な考察

の余地を与えられるが,安易に処理しきれるよう

なものではない」
1)と

言及 している さらに,大

津は,それら様々な定義付けをされた「自己覚知」

の背景について,北本による先行研究
力

を元に

歴史的側面から整理 している.その上で,各時代

で求められてきた社会福祉分野の理論や技術をは

じめ,関連する法制度の整備や社会福祉士等の国

家資格化をはじめとする福祉専門職の位置付けと

いった債1面から「自己覚知」の定義が拡大してき

た経緯を示 している
〕

.

様々な定義付けをされた「自己覚知Jの 中で
,

たとえば空閑は,「 自己覚知」について「援助者が

自己の価値観や感情などについて理解しておくこ

と.援助職に共通して求められる。人は誰かに関

わる際に,自 己の価値観などを基準にして,その

人をみることが多い しかし,援助者がクライエ

ントに関わる際に,自 らの価値観や偏見,先入観

を基準にしたままでは,ク ライエントを正 しく理

解できないばかりか,信頼関係の構築の妨げにも

なりかねない。自己覚知は,援助者としての自ら

の専門性の維持,向上のために,ま たクライエン

トとの援助関係構築のためにも必要不可欠である.

スーパービジョンや研修などの機会を利用するな

どして, 自己覚知に務めることが求められる」
J

としている。そこで,本稿では,空閑の示した「自

己覚知」がなぜ「援助者としての自らの専門性の

維持,向上のために」必要であるのかといった観

点から「自己覚知」の概念的成立条件を整理し,

社会福祉士であることを基盤とした「自己覚知」

の捉え方について一つの考察をしてみたい

なお,本研究の研究方法は,理論研究とし,理

論的整理を文献調査により実施した。また,本研

究の倫理的配慮として,引用 した文献の明記等 ,

文献の取 り扱いに関しては,公益社団法人日本社

会福祉士会による「『社会福祉士』編集規程・審

査規程・執筆要領」を参考にしながら,厳密な倫

理的配慮を心がけた上で取 り扱うこととした.

I.社会福祉分野における「自己覚知」と

いう言葉の誕生とその定着課程

1.“ self―awareness"の翻訳から誕生した「自

己覚知」という言葉

日本における社会福祉分野で「自己覚知」とい

う言葉が用いられるようになった契機について,

さまざまな文献を概観してみると,ア メリカに

おいて用いられてきた “seliawareness"を 「自

己覚知」と翻訳したことに端を発していると見受

けられる.社会福祉に関する膨大な文献に埋め尽

くされた今日において,最初に “seliawareness"

を「自己覚知」と翻訳 した者を特定することは

難 しい ただし,た とえば 1955(昭 和 30)年 に

竹内が発行 した『科学的社会事業入門―若 き社

会事業者のために一』の中では,す でに「自己

覚知」 という言葉が明記されている。具体的に

は,当 時,G.ハ ミル トン (G.Hamilton)に よ

る「専門教育における自己覚知 SeliAwareness

in Professional Education」 や H.グ ロスバー ド

(H.Grossbard)に よる「 自己覚知発達の方法

Methodology br Developing SeliAwarenessJ と

いった論文が発表 されたこと。また,そ の社説

で,「 自己覚知 と指導監督 SeliAwareness and

Supervision」 という題目を以て,養成課程にある

学生の「自己覚知」の発達をなさしめることの重

要性を論じていたことなどを掲げている.こ のよ

うに竹内は,文中で「自己覚知Jと “seliawareness"
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双方を表記させながら,「 自己覚知Jと いう言葉

が “seliawareness"の 翻訳であることを読み手

にも示していた〕
.

そして,4年後の 1959(昭和 34)年に竹内が発

行した『専門社会事業研究』の中では,「 自己覚知J

が索引中にも明記されるようになる。その該当箇

所には,「 自己覚知Jの他にも,S.バ ヮーズ (S.

Bowers)に よる研究の引用を交えながら「特に

社会事業者の『覚知された自己 an aware sel剣

に関する知識と,かかる自己の使用ということが,

近来非常にやかましくいわれている」といったこ

とを掲げている つまり, ここでも竹内は,先の

「自己覚知」に同じく,「覚知された自己」と “an

aware seI"双 方を表記させながら,「覚知された

自己」が “an aware ser"の 翻訳であることを読

み手にも示していた .゙

大津によれば,1960(昭和 35)年 に四宮・三浦

が G.ハ ミフレトンによる rttιθη α″グP″θ′′ειげ

Sθε″′α解 フ,0″ηを『ケースヮークの理論と実

際 上巻』
3と

して日本国内に紹介した際には,

原著の “seliawareness"を 「自己意識性」と翻

訳していたこと。これに対し,1965(昭 和 40)年

に 田代 ・村 越 が F.P.バ イス テ ック (FelixP.

Biestek, S.」.)の r力θ Cα sι

"θ
″ Rιル′″θ″s乃ゎ

9'

を『ケースヮークの原則― よりよき援助を与え

るために一』
llと

して日本国内に紹介 した際に

は,原者の “seliawareness"を 「自己覚知」 と

翻訳 していたことを示 している
11).竹

内と四宮・

三浦を比較 してみても,G.ハ ミル トンの “seli

awareness"を 翻訳 した場合,「 自己覚知」と「自

己意識性」といった相違が見られる以上,当 時は
,

“seliawareness"の 翻訳も一本化されていなかっ

た状況が読み取れる.

ただし,そ もそ も “seliawareness"と は,た
とえば『ジーニアス英和辞典』 といった一般的な

英和辞典において「自己認識J12)と されている.

このように,“seliawareness"は ,必ずしもケー

スワーク分野に特化 した概念 としてあるわけで

はない そして,と りわけ専門職としての姿勢の

うちの一つ として “seliawareness"や 「自己認

識」が重視されていると考えられる心理学分野や

精神医学分野に目を向けてみると興味深い点も伺

える。たとえば安藤は,精神科医の立場から「『自

己覚知』 とは,わが国では主に社会福祉活動に携

わる対人援助職の人々によって積極的に導入され

てきた言葉であり,現在の心理学や精神医学にお

いては耳慣れないものかもしれない。しかしなが

ら,社会福祉や精神保健福祉関係の活動や論述の

なかでは,現在,日 常的にも比較的よく使われる

用語になっているものである」
哺)と

している.さ

らに,西原も,『 カウンセリング辞典』の中で,「 自

己覚知Jを あえて「ソーシャルヮークの分野で用

いられることが多いことば」
H)と

している.た し

かに「自己覚知Jと いう言葉を数冊の辞典で確認

してみても,『広辞苑 第五版』
1〕

や『新明解国

語辞典 第四版』“'と
いった一般的な辞典には記

載されていない よって, 日本国内における「自

己覚知」という言葉自体は, アメリカで用いられ

ていた様々なケースワーク理論を輸入 して くる

際,そ の中で扱われていた “seliawareness"と

いう概念をケースヮーク分野の特徴的な側面に絡

ませながら翻訳した結果,ケースワークをはじめ

とする社会福祉分野に特化させた専門用語的な位

置付けとして使用されるようになってきた経緯が

あると考えられる。そこで,次節では, 日本国内

における「自已覚知」という言葉の定着課程につ

いて歴史的側面から何が大きく影響 してきたのか

といった点を簡単に考察しておくこととしよう

2.日本国内における「自己覚知」という言葉の

定着課程

アメリカのケースワーク理論の中で用いられて

いた “seliawareness"と いう概念の翻訳として,

当初は,竹内による「自己覚知Jの他にも,四宮・

三浦による「自己意識性Jと いった言葉が存在し

ていた そのような中で,なぜ「自己覚知」といっ

た言葉が顕著なまでに定着 していったのかにつ

いて,大津は,今 日に至るまで多くの社会福祉関

係者に読み継がれているF P.バイステックの

『ケースワークの原則― よりよき援助を与えるた

めに一』が日本国内に与えた影響や,社会福祉士

や介護福祉士といった福祉系国家資格の誕生およ

びその教育・養成面での影響も大きかったのでは

ないかと考察している r).た
とえば中央法規から

1988年の出版以降,今日まで継続した改版が加え

られている社会福祉士養成講座のシリーズ 18‐

や

介護福祉士養成講座のシリーズ llは,両福祉士

の標準養成テキス トとして位置付けられている

そして,そ の初版から “seliawareness"の 概念は,

「自己覚知」と表記されている.両福祉士誕生か

ら一定の年月を経て,有資格者の数も養成機関の

数も大幅に増加 したことを考えるならば,“seli

awareness"を 「自己覚知」とする翻訳も,そ れと

平行しながら定着してきたと言えるであろう。
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ただし,そ もそも, 日本国内においては,なぜ

“seliawareness"と いう概念をケースワーク分野

の特徴的な側面に絡ませながら「自己覚知」をは

じめとする様々な言葉で翻訳しなければならな

かったのかといった背景にも注目する必要がある

のではないだろうか。そこで,次章では,「 自己

覚知」の概念的成立条件といった視点からケース

ワーク分野の特徴的な側面についてもう少し詳し

く考察することとしてみたい.

Ⅱ.「自己覚知」という言葉の概念的成立条件

1.大塚達雄の示した「自己確知」に見る「自己覚知」

の概念的成立条件

大塚によれば,「 自己覚知」を「ケースワーク

の基本原理の一つ。自己確知ともいうJ20と して

いる これは,1988(1召和 63)年に示されたもの

であ り,1980年代後期に至ってもなお,「覚知」

を「確知」と表記する場合があることを想定 し,

示されていたことが理解できる たとえば 1960(日召

和 35)年 に大塚が出版した『ソーシァルケースワー

クーその原理と技術―』の中でも,大塚は,「 自

己確知」という表記を用いながらその概念を次の

ように記していた.

人間の行動やパーソナリテイの理解につい

ていわれるあらゆることは,ケースワーカー

にもやはりあてはまる。何故なら,ワ ーカー

もまた人間であり,意識的,無意識的動機を

もち,ア ンビバ レンスがあ り,偏見があ り,

行動についての客観的,主観的理由があるか

らである もし, ワーカーが, クライエント

との対人関係に自分自身の先入的態度を持込

むなら,その関係は大いに歪められるだろう

し, またもし, 自然のままに, 自分の感情で

人を律するなら, クライエントの事態や問題

の理解に重大な誤をまねくかもしれない。ま

た, ワーカーが内在的葛藤に苦しみ,それが

解決していない場合は,ク ライエントの問題

解決を援助する能力を妨げられる。これらの

ことは, 自分自身を知ることによって防ぐこ

とができる.自 己確知は最も重要でありなが

ら,最 も困難なことである。それだけにワー

カーは意識して自己確知に努めなければなら

ない。・ 。(中 略 )・
。人間として偏見という

ような感情や意見をもつのは不 自然ではな

い.た だ専門職業的立場では,偏見が介入

するのは,仕事を進めるのに不適当なのであ

る.・ 。(中 略)・
。人を援助する専門的職業

においては, ワーカーの自己確知が基本的条

件であるといってもいいすぎではないだろう
21)

先述の “seliawareness"を 「自己認識」として

いた『ジーニアス英和辞典』では,“seFを「自己,

自分自身」
20, 

また, “awareness"を 「知ること,

自覚する[認識する]こ と」
2〕

とされている この「自

覚」という概念についてもう少し詳しく確認 して

みると,『広辞苑 第五版』では,「 自覚」を「自

分のあり方をわきまえること.自 己自身の置かれ

ている一定の状況を媒介として,そ こにおける自

己の位置 。能力・価値・義務・使命などを知ること.

自分で感じとること,自 ら悟 りを開くこと。自己

意識に同じJ20と されている そして,「 自覚Jに

同じとされている「自己意識Jは ,「 自己自身に関

する意識.諸体験の統一的・恒常的 。自同的主体

としての自我の意識 自意識.自覚」
2'と

されて

いる.よ って,「 自己意識J自 体,「 自覚」をも含

めた上で扱われていることから,少なくともこの 2

つの言葉の関係性においては,「 自覚」より「自己

意識」の方が上位の概念であると言えるであろう

それでは,「 自己意識」と「自己確知」の違い

はどこにあるのだろうか。通常,単に「自己意識」

という概念だけで捉えるのであれば,た とえば対

人関係においては,家族や友人といった日常一般

における対人関係を通して「自己意識」につなが

ることも多い。他人の言動を受けて自身の言動を

あらためるといったような経験は,た とえば「人

の振 り見て我が振 り直せ」といったことわざなど

にも示されている。しかし, これに対し「自己確

知Jと は,大塚によれば,日 常一般における対人

関係 とあえて差別化させたワーカーとクライエン

トといった専門職業的な対人関係における専門職

業的立場の側に立つワーカーとしての「自己意識」

を指している そして, この点に,単 なる「自己

意識」との違いを見出していることが読み取れる.

さらに,大塚は,同書の中で「自己確知」につい

て次のようにも言及している.

社会事業専門家としての自己の成長は,知

識 と技術 を獲得 し,そ れらを専門職業的倫

理,態度,価値の枠組の中に,混然と包含す

ることを意味する 自己確知に最も重要なの

は,パーソナリテイと行動についての知識で
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ある しかし知ることだけでは十分でない

人は変化 しなければならない しか も,知
識,技能,そ して洞察力なしには変化できな

いのである.こ のように, ワーカーは自身を

ふ りかえって,自 己分析を行い,洞察し,科
学的知識を動員して,自 分の心理や行動を理

解するよう努め,専門職業的態度への変化に

努力してこそ,ク ライエントの適切な援助を

なしうるのである また逆に,意識 して,効

果ある援助過程を歩む努力が,自 己確知を

培うことにもなるのである そして,よ り優

れた知識,技能および経験をもつ指導監督者

supervisorに よる指導監督が, ワーカーの自

己確知に重要な役割をはたすことはいうまで

もない 20.

少なくとも大塚は,「 ワーカーは自身をふ りか

えって,自 己分析を行い,洞察し,科学的知識を

動員して,自 分の心理や行動を理解するよう努め
,

専門職業的態度への変化に努力してこそ,ク ライ

エントの適切な援助をなしうるのであるJ(傍 点

筆者)と 述べている。この点からも,「 自己確知」

が,日 常一般で扱われる「自分探 し」のような漠

然としたものではないことが理解できる.つ まり,

「自己確知」 とは, ワーカーが,や み くもに自分

自身に気づき,やみくもに自分自身を知るといっ

た自己完結に終わるのではない.「 自己確知」とは,

あくまでも,ワ ーカーがクライエントとの専門職

業的な対人関係において,適切な援助を遂行する

ため, クライエントに向けた適切な「専門職業的

態度」を反映させようといった,ク ライエントに

還元的な目的のもとでなすべ きワーカーとしての

「自己意識」を指していたことが読み取れる。

また,大塚が,「社会事業専門家 としての自己

の成長は,知識と技術を獲得 し,それらを専門職

業的倫理,態度,価値の枠組の中に,混然と包含

することを意味する」と述べている点にも注目し

ておきたい。実際,ワ ーカーの「専門職業的態度J

も,日 常一般における対人関係の中でも培われて

いく部分が大きいと考えられる しかし,ワ ーカー

は, クライエントに対し,専門職者としての専門

的な援助を提供 しなければならない.ま た,その

専門的な援助こそ,大塚が示 した「枠組みJの中

で培われなければならない ゆえに, ワーカーの

所属する組織のスーパーバイザーにあたる指導監

督者による指導監督つまリスーパービジョンが求

められ,それを経ることにより大塚の言う「社会

事業専門家としての自己の成長」につながるので

あろう。つまり, この点からも「自己確知」が ,

単なる「自己意識」とは異なり「自己確知」とい

うことばそれ自体に,ケースワーク分野という一

専門職業分野の専門性を高める目的でなされる特

殊な技法 として捉えさせ ようとしている側面が

あったことを見出せるのである そして, この点

にこそ「自己覚知」の必要性とともにその概念的

成立条件が最 も強 く示 されていると考えられる

そこで,次節では,ワ ーカーとして「自己覚知」

するということとは,いかにして成立するものな

のかといった点について,事夕1的 な体験談を交え

ながら考察することとしよう.

2.ワーカーとして「自己覚知」するということ

本節では,具体的なワーカーとして社会福祉士

を取 り上げ,社会福祉士としての「自己覚知」に

ついて,事例的な体験談を通しながら確認してみ

たい.土屋は,社会福祉士を取得し,社会福祉士

会の倫理綱領と出会って以降,自 身が変わってい

くプロセスを次のように記している。

大学卒業後 20年ほど障害者や高齢者の入所

施設で働いていました 入所施設ということ

もあり集団生活が基本で,利用者個々の権利

が十分に守られていたとは言いがたい状況で

した.20代の頃は,「利用者の自己決定と自

己実現を l」 という闇雲な正義感から組織と

ぶつか り,その結果いくつかの施設を転々と

する日々を過ごしていました

この状態に終止符を打つきっかけとなった

のが,平成 9年,社会福祉士の資格を取得 し

日本社会福祉士会に入会したことでした 入

会のしお りに添えられた倫理綱領を一読 し,

衝撃が走 りました。今まで自分が根拠のない

ままに頑張ってきたことが,倫理綱領という

形で明示されていたのです 今後の指針が明

らかにされた思いでした.

同時にこの体験は,組織を変えようと正義

感のみで突き進んでいた自分のや り方を見直

す契機となりました.利用者の権利を擁護す

るためには,ま ず,職場で倫理綱領の意味を

伝えたり,それに惇る行為があれば皆でその

改善策を検討 し,提言しながら,組織を改善

していかねばならず,それこそが権利を守る

ことなのだと気づかされました.思いだけで

走 りがちな自分の欠点に気づかされたととも
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に,思いを現実に反映していくための,組織

でのソーシャルワーカーの立ち位置を初めて

意識した瞬間でもありました。・・(中 略)・ ・

今も正義感はソーシャルワーカーとしての原

動力となっていますが,それを振 りかざさず

に相手に接することができるようになったの

は, 自己覚知がもたらしたことと感 じていま

す
27).

ここでは,土屋の言う「闇雲な正義感」が,なぜ ,

「倫理綱領という形で明示Jさ れ,「今後の指針が

明らかにされた」のかを,「 自己覚知」と絡めな

がら考えてみたい。

1958(昭和 33)年に全米ソーシャルワーカー協

会では,ソ ーシャルヮークの枠組みを,図 2-1
に示すように,① 目的,②価値,③知識,④方法。

技能,⑤権限の委任の要素によって構成されると

した.以降,ソ ーシャルワークの構成要素は,ま ず,

②の価値を土台として,その上にOの知識があり,

それらをもとに,①の方法・技能があるというピ

ラミッドのような構造で捉えられるようになって

いる そして,こ のピラミッドが①の目的に向かっ

て進められることとなり,こ れらの構成要素によ

るソーシャルワークに対して,⑤の権限の委任を

得ながら,ソ ーシャルヮークが社会的な承認を得

て行くことになるとされている加
.

の価値に相容れないものであれば,すでにソー

シャルヮークで求められる専門的な知識にも方

法・技術にもなり得ないことを示 していると捉え

ることもできるであろう。白澤は,ソ ーシャルヮー

クの価値について「専門職としての価値は,すべ

ての人間は平等であり,尊厳を有しており,ソ ー

シャルワークはこれらの価値を尊重することにあ

り,人権と社会正義はソーシャルワーカー活動の

根拠をなすものである。ソーシャルワーカーは,

①現実の社会が有 している社会的価値,② ソー

シャルワーカー個人の有している個人的価値,③
専門職として有している価値,④機関が有してい

る価値から影響を受ける。しかしながら,ソ ーシャ

ルワークにおいては,当然,専門職としての価値

がほかの価値 よりも優先されることになる。こ

の専門職としての価値は,い くつかのソーシャル

ワーカーの倫理綱領のなかに明記されているJ29

としている.

土屋は, 日本社会福祉士会の倫理綱領を一読 し

たことがきっかけとなり,「 自己覚知」につながっ

たとしている。たしかに,専門職業的な援助にお

いて照らし合わす価値観ともなると,た とえ個人

的な自己の価値観がどうであれ,遵守すべきはそ

の職能集団がもつ倫理綱領に集約される.少なく

とも,日 本社会福祉士会の定めている倫理綱領は,

行動規範も含め,社会福祉士としての自らが何を

すべきなのか,ま た,社会福祉士としての自らが

何をすべきではないのかという一定の価値基準を

示 している。そして, このことが,社会福祉士と

いう専門職者としての照合すべ き「専門職業的態

度」の一端を担う部分になることは確かであると

言えるであろう。よって,「 自己覚知」を解釈す

るにあたっては,土屋が社会福祉士としての自己

を社会福祉士会の倫理綱領に照合させたように,

専門職 としての自己が,専 門職 として必要な何

に向けて専門職としての自己を照合させたのかと

いった点が重要となることは言うまでもない。同

時に,そ れは,「 自己覚知」とは,そ の照合すべ

く対象が不足すれば,「 自己覚知」の概念的成立

条件そのものも不足 してしまい,「 自己覚知Jの

概念自体が不明瞭になってしまう側面もあること

を示していると考えられる.

ただし,今 日において,どれほどの社会福祉士

が,常 日頃から社会福祉士会の倫理綱領に触れて

いるのであろうか 社会福祉士の中には,養成校

時代に倫理綱領を学ぶ機会を得たものの,現役に

なって以降,それを一読することさえままならな

⑤権限の委任

図 2… 1:ソーシャル ワークの要素

出典 :自澤政和「第 1章相談援助とは」社会福祉十養成講
座編集委員会『新・社会福祉士養成講座 7 相談援助の理

論と方法 I(第 2版 )』 中央法規出版,2010年,9ペ ージ

よって,ソ ーシャルワークの構成要素では, ま

ず,その知識も方法・技術も価値を土台としてい

る以上,価値が最も重要な位置付けとなっている

ことを見逃してはならない.同時に,それは,そ
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い者も数多く存在しているはずである。このよう

な社会福祉士の「自己覚知Jを 考えた場合,照合

すべく倫理綱領を持ちえずしても,社会福祉士と

しての「自己覚知」につながっていることになる.

そこで,次章では,こ の点について, ソーシャル

ワーク専門職としての構造的な構築を経た社会福

祉士ゆえに明確になる「自己覚知」といった側面

から考察することとしてみたい。

Ⅲ.ソーシャルワーク専門職 としての構造

的な構築を経た社会福祉士ゆえに明確

になる「自己覚知」

1.「 自己覚知」に至るための前提プロセス

先にも触れたように,大塚は,「覚知」と「確知」

を双方用いていた 『広辞苑 第五版』では,「覚

知」を「さとり知ること」
30),「

確知」を「たし

かに知ること」
〕)と

されている.『広辞苑 第五

版』だけを参考にするのであれば,「覚知」にも「確

知Jに も「自覚」といった意味までは示されてい

ないが,反面,「覚知」にも先述した「自党」にも,

自らを悟らせる意味が示されている.しかし,悟
りとは,ま ず,その悟 りの対象となる物事のあり

方や本質をたしかに知ろうとするプロセスがなけ

れば始まらないのではないだろうか。無論,こ こ

では,「 たしかに知る」といった意味を持つ「確知」

が,「覚知Jや「自覚」の下位概念にあたるとし

たいのではない。ただし,た とえば 1964(E召 和

39)年 に仲村が出版した『ケースワーク』の中で

は,「 自己覚知」について,索引中で「自己覚知 (自

己確認)」 と記し,該 当箇所には,「ケースワーカー

の自己確認もしくは自己覚知 (seliawareness)」

といった表記もしている 3〕 .っ まり,仲村の「自

己確認」を元に「自己覚知」を考えるのであれば
,

「自己覚知Jと は,あ らかじめ専門職者であるワー

カーとして照合すべき専門職業的態度のみならず

専門的理論や専門的技術を「確認」することなく

して,専 門職としての自己を「覚知」することも,

「自党」することも,場合によっては「たしかに

知ること」さえもが難しいのではないかと考えら

れるのである

そもそも,日 本社会福祉士会の定めている倫理

綱領とは,ソ ーシャルワークの価値を具体的に提

示したものである。よって, ここでは,前章でも

触れたソーシャルワークで求められる専門的な知

識も方法・技術も,それら倫理綱領に示されたソー

シャルワークの価値に相容れないものであれば,

すでにソーシャルヮークで求められる専門的な知

識にも方法・技術にもなり得ないと捉えることを

重視 しながら「自己覚知」を整理することとした

い.

まず,社会福祉士の専門性を維持 し向上 させ

てい くこととは,あ らか じめ社会福祉士 自身が

ソーシャルヮークで求められる専門的な知識・方

法・技術の習得を経ることに始まる そして,社

会福祉士自身の実践を振 り返 り,社会福祉士自身

が習得 してきたソーシャルワークで求められる専

門的な知識・方法・技術 と「確認J・ 照合させな

がら専門性の維持や向上につなげているはずであ

る よって,そのような地道なプロセスをくり返

すことこそが,ひいてはソーシャルワークの価値

をも踏襲した悟 りのような奥深さのある「自己覚

知Jに至るのではないだろうか。また,それこそ

が,空閑の示 した「自己覚知Jがなぜ「援助者と

しての自らの専門性の維持,向上のために」必要

であるのかといった点にもつながってくるはずで

ある.

ただし, このプロセスは言うまでもなく,あ ら

か じめ社会福祉士 自身が習得すべ くソーシャル

ワークで求められる専門的な価値・知識・方法・

技術のみならず,そ の目的もふまえ, さらには,

社会福祉士のために整備された法制度,教育の場 ,

実践の場,研究をはじめとする理論生成の場等 ,

様々な枠組みやそれら福祉専門職として必要とさ

れる各枠組みの構造的な構築を経てきていればこ

そ成立していることを忘れてはならない そこで,

次節では, この点について福祉専門職の構造的な

構築に伴い明確化してきた「自己覚知」といった

側面から考察することとしよう.

2.福祉専門職の構造的な構築に伴い明確化 して

きた「自己覚知」

今 日,日 本国内において,福 祉専門職に関す

る考察やとりわけソーシャルワーカーの専門性に

ついて触れる場合,1915(大 正 4)年のアメリカメ

リーランド州ボルチモアで開催された全米慈善矯

正 事 業 会 議 (Na伍onal Conference of Charibs

and Corrections)で のA.フ レクスナ ー (A.

Flexnerl による講演
3)ゃ E.グリーンウッド(E

Greenwood)に よる理論等が紹介されている
34:そ

して,近年では,秋山がA.フ レクスナーとE.グ リー

ンウッドの他に,G.ミ ラーソン(G.Millerson)の

理論
39を

合わせながら,三者の理論を整理し,福

祉専門職の条件として,①体系的な理論,②伝達可
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能な技術,0公共の関心と福祉という目的,0専門

職の組織化 (専 門職団体),⑤倫理綱領,0テスト

か学歴に基づく社会的承認の 6点をあげている
361

日本の社会福祉分野ではじめて国家資格が制定   2)
されたのは,1987(昭 和 62)年 の「社会福祉士

及び介護福祉士法」に遡る.以降,両福祉士の国

家資格取得のための教育内容を元に養成機関が整

備され,1989(平成元)年に第 1回 目の国家試験

の開催を経て,同年,日 本国内にはじめて社会福   3)
祉士と介護福祉士といった国家資格を持つ福祉専

門職が誕生 した その後,各々の有資格者達は,

日本社会福祉士会や日本介護福祉士会といった専

門職団体を組織化 し,倫理綱領を定めながら今日   4)
に至っている。つまり,それは, 日本国内におい

て福祉専門職やソーシャルワーカーの専門性等に

必要とされていた歴史的な見解および秋山の示し

た 6つ の点が,「 平成」という時代の幕開けとと   5)
もに, ようやく整備されてきたとも言える。そし

て,そ れは,「 平成」という時代 とともに,福祉

専門職の構造的な構築が一気に促進されたと言う   6)
こともできるであろう.よ って,と りわけソーシャ

ルヮーク専門職としての社会福祉士であることを   7)
基盤とした「自己覚知」の捉え方等は,た とえば

先の「自己覚知」に至るための前提プロセスに対

する理解をはじめ,福祉専門職の構造的な構築に   8)
伴い明確化してきた倶1面が多分にあると考えられ

るのである

9)

おわりに

1915(大正 4)年のアメリカにおけるA.フ レ   10)
クスナーによる講演から100年以上の時が過ぎた

中で, 日本における社会福祉士の歴史はまだ 30

年ほどである.よ って,他ならぬソーシャルワー   11)
カーという福祉専門職に付与することを目的とし   12)
て誕生した社会福祉士の発展は,今後も続いて行

くことであろう.同時に,社会福祉士であること

を基盤とした「自己覚知」の捉え方を今後どのよ   13)
うに明確化させ,その重要性をどのように提示し

ていくかは,む しろここからが成熟する場となる

のではないだろうか。歴史的にも大切にされてき   14)
た「自己覚知」に関する「平成」という時代から

先の議論に期待を馳せつつ,本稿を終えることと   15)
する。                     16)
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